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は じ め に 

市内建築物の確認申請に関する業務を行っている方々が、安全で安心できる建築

やまちづくりのため、また、迅速な手続きのためにも、活用されることを期待いた

します。 

 

運 用 方 針 

・本市では、以下の文献を適用する。 

① 『建築物の防火避難規定の解説 2025』（日本建築行政会議編集） 

② 『建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例 2022 年度版』（日本

建築行政会議編集） 

③ 『建築設備設計・施工上の運用指針 2025年度』（日本建築行政会議編集） 

 

ただし、上記の文献と取り扱いが異なる部分については、当運用の取り扱いを

優先する。 

なお、上記文献の内容の中で、「望ましい」、「好ましい」、「原則として～」等

と表記されているものは、指導事項とする。 

 

・当運用において、「程度」や「個別に判断する」その他抽象的に表記されている

部分は、利用実態や敷地周辺環境、確認検査機関ごとの運用等を考慮するため、

建築計画ごとの個別具体な運用方法については、確認申請する確認検査機関に相

談すること。 

 

・当運用において使用している略語は、次のとおりである。 

 

法   ：建築基準法 

令   ：建築基準法施行令 

建    告：建設省告示 

質疑応答集：建築基準法質疑応答集（国土交通省住宅局内建築基準法研究会 編） 

防火避難規定：建築物の防火避難規定の解説 2025（日本建築行政会議編集） 

基 準 総 則：建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例 2022年度版

（日本建築行政会議編集） 

設 備 指 針：建築設備設計・施工上の運用指針2025年度（日本建築行政会議

編集） 
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